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見附市における
空き家対策

見附市空き家等の適正管理に関する条例
固定資産税等の減免に関する要綱

（平成24年10月1日施行）

平成27年11月24日
新潟県見附市



庁内横断的な組織体制

防災･防犯部門 消防本部環境部門 建築指導

企画調整課
・防災担当
・定住自立担当

総務課

税務部門

市民生活課
・生活環境係

建設課
・都市計画係
・維持係

予防課 税務課
・資産税係

◇ 危険空き家の調査

◇ 管理義務者等への事情聴取

◇ 危険度の判定

◇ 勧告・命令等要件の整理

◇ 支援策の検討

◇ 危険空き家の発生抑制 など

組織 実態調査 成果 課題 支援策
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ガス･水道設備
保安措置

ガス上下水道局

福祉部門

健康福祉課



空き家の危険度の見える化

災害に係る住家の被害認定基準

運用指針 （損傷程度の例示）

木造・プレハブ
【地震】 【水害】 【風害】

非木造
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組織 実態調査 成果 課題 支援策



実態調査Ⅰ～建物自体の危険度～

総合得点で 「危険度」を算定

③部位による判定

外周基礎、屋根、外壁、設備等

②傾斜による判定

①外観による判定
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組織 実態調査 成果 課題 支援策



損 害 割 合

20～40％未満

レベル２

50％以上

レベル４

40～50％未満

レベル３

20％未満

レベル１
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レベル２以上を 「老朽危険空き家」 として認定

実態調査Ⅰ～建物自体の危険度～

組織 実態調査 成果 課題 支援策



6

組織 実態調査 成果 課題 支援策



実態調査Ⅱ～周辺建物や公道等への影響～

１ • 建築資材等の飛散・落下による危険性

２ • 不特定者の侵入による犯罪の危険性

３ • 立木やその他工作物の倒壊による危険性

４ • 放火等による火災の危険性

５ • 積雪による危険性
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一つでも危険性がある場合は
「老朽危険空き家」 として認定

組織 実態調査 成果 課題 支援策
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組織 実態調査 成果 課題 支援策



解決数

46棟／63棟

市民からの危険空き家情報（63棟）
条例施行前

再利用 2棟

解体 5棟

条例施行後

修繕等 19棟

解体 20棟
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組織 実態調査 成果 課題 支援策



旧料亭 平成24年3月 倒壊

事例１ 積雪放置による倒壊
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組織 実態調査 成果 課題 支援策



平成24年7月
【緊急安全措置の

同意書】 提出

平成24年9月
【緊急安全措置】

実施
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組織 実態調査 成果 課題 支援策



解体完了（平成25年2月）
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組織 実態調査 成果 課題 支援策



事例２ 修繕による認定解除
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修繕箇所①

組織 実態調査 成果 課題 支援策



修繕箇所②
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管理不全な状態が解消 （平成25年4月）

組織 実態調査 成果 課題 支援策
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父母

【死亡】

所有者

【死亡】

子なし

兄弟

【死亡】

甥

姉妹

【死亡】

姪

配偶者
【死亡】

事例３ 土地の売却費で解体

「助言・指導書」
を10名に送付

組織 実態調査 成果 課題 支援策



「解体費＝土地の売却費」
解体完了 （平成25年4月）
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組織 実態調査 成果 課題 支援策



【未解決】老朽危険空き家

進捗状況

連絡なし・反応なし 【 3棟 】

管理の意思なし 【 3棟 】

管理の意思あり 【 8棟 】

解体の意思あり 【 1棟 】

解体の予定あり

【 2棟 】

管理義務者の特定 【 0棟 】
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未解決

17棟

組織 実態調査 成果 課題 支援策



適正な管理を促すことが

困難となっている要因

➊管理義務

者が高齢など
の理由により、
資力がなく自
主的な改善が
困難

➋所有者の死亡後、相続の手続

きをしないまま長期間放置
（相続放棄のみの実施 など）

管理義務者の
特定が困難か
つ複雑化

代替わりして、当事
者間のみでの解決
が困難
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組織 実態調査 成果 課題 支援策



空き家バンクへの誘導

無料法律相談への誘導

司法書士による相談会の開催

解体・補修などの実施に係る業者の紹介

固定資産税の激変緩和措置

市の支援策
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➊
➋
➌
➍
➎

組織 実態調査 成果 課題 支援策
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市の支援策
⑤固定資産税の激変緩和措置
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１ •危険状態を知らない

２ •相続問題

３ •解体費用

４ • 家屋を再建築できない場合がある（建築基準法）

５ • 住宅用地に係る課税標準の特例解除

なぜ老朽危険空き家は解体されないのか・・・

背 景 要 綱 特例解除 減 免 実 績 課 題 対応策
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住宅用地に係る課税標準の特例
※住宅１戸あたり

上限：住宅の床面積の１０倍の面積

区分
固定資産税
課税標準額

都市計画税
課税標準額

小規模住宅用地 200㎡以下 評価額×1/6 評価額×1/3
一般住宅用地 200㎡を超える分 評価額×1/3 評価額×2/3
住宅用でない宅地 特例なし 特例なし

適正な管理がなされていない空き家にも
住宅用地特例が適用されている現状

背 景 要 綱 特例解除 減 免 実 績 課 題 対応策
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見附市老朽危険空き家等の所在地に係る
固定資産税等の減免に関する要綱

（平成24年10月1日施行）
（平成25年4月9日改正）

背 景 要 綱 特例解除 減 免 実 績 課 題 対応策



住宅用地に係る課税標準特例を解除
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固定資産税・都市計画税の減免

適正な管理が
なされていない
空き家所在地
の特例を解除
できるように

家計維持の観
点から、更地に
することで生じ
る急激な税負
担増への配慮

背 景 要 綱 特例解除 減 免 実 績 課 題 対応策
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住宅用地に係る課税標準特例解除

構造上住居と認められない

税務課内で要協議

レベル４について再調査

老朽危険空き家一覧に登載

背 景 要 綱 特例解除 減 免 実 績 課 題 対応策
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所在地に係る固定資産税を※2年間減免
※災害による住宅滅失の場合、2年間住宅用地として取り扱われる地方税法を準拠

減免申請書提出
納期限７日前まで（２年目にも再度提出）

緊急時における安全措置のための同意書提出

住宅用地に係る課税標準の特例解除

背景 要綱 特例解除 減免 実績 課題 対応策



➊納税者の

担税力への配慮

➋空き家を適正に管理するこ

とで、市民の安全安心を確保す

るという公益性

➌空き家対策の推進として、市の施策の反映

（他市町村、定住促進のための固定資産税の減免の事例）
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地方税を減免することについて

背 景 要 綱 特例解除 減 免 実 績 課 題 対応策



平成２５年度（２５～２６年度減免）

1件 1033.38㎡ 減免額7,200円
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平成２６年度（２６～２７年度減免）

5件 3919.46㎡ 減免額163,400円

平成２７年度（２７～２８年度減免）※28年度は見込額

1件 770㎡ 減免額159,000円

総計 7件 5722.84㎡ 減免額 329,600円

背景 要綱 特例解除 減免 実績 課題 対応策
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見えてきた課題

減免終了後の対応

背景 要綱 特例解除 減免 実績 課題 対応策

減免適用要件の精査

構造上住宅と認められない判断基準
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住宅の要件（玄関・台所・トイレ・居室）と家屋の要件
（土地定着性・外気遮断性・用途性）を基に複数人で検討
し判断。併せて減免適用要件の詳細を検討。

対応策

背景 要綱 特例解除 減免 実績 課題 対応策

認定空き家の指導状況等を確認する
とともに、各部署の支援策を把握。

⇒ 庁内関係部署との連携強化

2年後には特例が解除された税額になる
ことから、減免期間（2年間）のうちに土地
の売却等検討してもらうよう事前に説明

市役所全体
での連携

充分な
検討

所有者と
協力関係



ご清聴

ありがとうございました
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